
公 共 工 事 の 名称 、 場 所、 期間 及び 種別
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の
名 称 及 び 所 在 地

契 約 を
締結した日

契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称 及 び 住 所

法 人 番 号
一 般 競 争 入 札
・指名競争入札の別
（総合 評価 の実 施）

予　定　価　格 契　約　金　額 落　札　率 備　　考

令和6年度熊本港施工状況確認等補助業務 分任支出負担行為担当官

- 九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所長

R6.4.1～R7.3.25 九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所 福岡市博多区下川端町９-１２

建設コンサルタント等 熊本市南区川尻2-8-61
令和6年度熊本港湾・空港整備事務所管内
港湾施設調査・設計業務 分任支出負担行為担当官

- 九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所長

R6.4.1～R7.3.14 九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所 福岡市博多区下川端町９-１２

建設コンサルタント等 熊本市南区川尻2-8-61
令和6年度八代港大築島土砂処分場環境調
査

分任支出負担行為担当官

- 九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所長

R6.4.1～R7.3.19 九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所 福岡市東区東浜１-５-１２ 

測量・調査 熊本市南区川尻2-8-61
令和6年度海洋環境整備船調査試料分析 分任支出負担行為担当官

- 九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所長

R6.4.1～R7.3.28 九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所 福岡市博多区神屋町１０-１５

測量・調査 熊本市南区川尻2-8-61
令和6年度熊本港(夢咲島地区)岸壁(-7.5m)細部設計分任支出負担行為担当官

- 九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所長

R6.4.1～R6.9.30 九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所 福岡市博多区下川端町９-１２

建設コンサルタント等 熊本市南区川尻2-8-61
令和6年度熊本港湾・空港整備事務所管内資料作成業務 分任支出負担行為担当官

- 九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所長

R6.4.4～R7.3.25 九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所 東京都千代田区霞が関３-３-１

建設コンサルタント等 熊本市南区川尻2-8-61
令和6年度熊本港(夢咲島地区)岸壁(-7.5m)土質調査 分任支出負担行為担当官

- 九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所長

R6.5.9～R6.7.30 九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所 福岡市博多区諸岡５-２５-２５

測量・調査 熊本市南区川尻2-8-61

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事 分任支出負担行為担当官

熊本県上益城郡益城町小谷　熊本空港内 九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所長

R6.7.1～R7.2.20 九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所 天草市港町8番1号

空港等土木工事 熊本市南区川尻2-8-61
令和6年度熊本港湾・空港整備事務所管内
港湾施設調査・設計業務(第2次) 分任支出負担行為担当官

- 九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所長

R6.7.8～R7.3.14 九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所 福岡市博多区下川端町９-１２

建設コンサルタント等 熊本市南区川尻2-8-61

令和6年度熊本港周辺環境調査 分任支出負担行為担当官

- 九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所長

R6.7.2～R7.2.28 九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所 福岡市博多区神屋町１０-１５

測量・調査 熊本市南区川尻2-8-61

令和6年度八代港内現況調査 分任支出負担行為担当官

- 九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所長

R6.7.8～R6.10.31 九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所 熊本県熊本市中央区花畑町１２－１ 

測量・調査 熊本市南区川尻2-8-61

令和6年度熊本空港実施設計 分任支出負担行為担当官

- 九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所長

R6.7.29～R7.2.28 九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所 福岡市博多区博多駅東２-１４-１

建設コンサルタント等 熊本市南区川尻2-8-61

令和6年度本渡瀬戸航路深浅測量外1件 分任支出負担行為担当官

- 九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所長

R6.7.29～R7.1.31 九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所 熊本県熊本市中央区花畑町１２－１ 

測量・調査 熊本市南区川尻2-8-61

令和6年度本渡瀬戸航路護岸改良工事 分任支出負担行為担当官

熊本県天草市志柿町地先 九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所長

R6.9.5～R7.1.31 九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所 熊本県天草市港町８番１号

港湾土木工事 熊本市南区川尻2-8-61

R6.9.5

共栄建設（株）

2330001015160
一般競争入札
（総合評価）

62,843,000

7,986,000 79.4%

93.2%

R6.7.8

（株）五省コンサルタント

57,200,000 91.0%

R6.7.29

国際航業（株）熊本営業所

9010001008669
一般競争入札
（総合評価）

10,054,000

R6.7.29

（株）ニュージェック九州支店

2120001086883
一般競争入札
（総合評価）

4,719,000 4,400,000

37,180,000

92.7%

R6.7.2

三洋テクノマリン（株）九州支社

2010001044539
一般競争入札
（総合評価）

35,464,000

80.7%

28,985,000 81.7%

R6.7.1

共栄建設(株)

2330001015160
一般競争入札
（総合評価）

179,619,000 166,540,000

5290001013141
一般競争入札
（総合評価）

46,046,000

83.4%

R6.5.9

日本地研（株）

8290001015267
一般競争入札
（総合評価）

11,286,000 8,503,000 75.3%

R6.4.4

（一財）港湾空港総合技術セン
ター

5010005002705
一般競争入札
（総合評価）

25,047,000 20,900,000

82.0%

R6.4.1

（株）五省コンサルタント

5290001013141
一般競争入札
（総合評価）

32,329,000 25,718,000 79.6%

R6.4.1

三洋テクノマリン（株）九州支社

2010001044539
一般競争入札
（総合評価）

47,718,000 39,128,760

80.0%

R6.4.1

いであ（株）九州支店

4013301039768
一般競争入札
（総合評価）

39,116,000 31,922,000 81.6%

R6.4.1

（株）五省コンサルタント

5290001013141
一般競争入札
（総合評価）

48,818,000 39,050,000

（別紙様式１）

公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく競争入札に係る情報の公表（公共工事）

R6.4.1

（株）五省コンサルタント

5290001013141
一般競争入札
（総合評価）

50,875,000 49,500,000 97.3%

80.3%R6.7.8

国際航業（株）熊本営業所

9010001008669
一般競争入札
（総合評価）

20,460,000 16,434,000



（別紙様式１）

公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく競争入札に係る情報の公表（公共工事）

令和6年度八代港大築島土砂処分場基礎捨石工事外2件 分任支出負担行為担当官
八代市植柳下町大築島地先、八代市港町(上部ブロック製作場所) 九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所長

R6.9.10～R7.3.21 九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所 熊本県八代市大村町３４８

港湾土木工事 熊本市南区川尻2-8-61
令和6年度八代港大築島土砂処分場基礎捨石工事外2件(第2次) 分任支出負担行為担当官

 八代市植柳下町大築島地先、 八代市新港町(被覆ブロック製作場所)、 八代市港町(上部ブロック製作場所) 九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所長

R6.9.12～R7.3.21 九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所 熊本県八代市新開町３-１１

港湾土木工事 熊本市南区川尻2-8-61
令和6年度熊本港(夢咲島地区)防波堤(南)堤体挙動観測 分任支出負担行為担当官

- 九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所長

R6.9.10～R7.3.19 九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所 福岡市博多区神屋町１０-１５

測量・調査 熊本市南区川尻2-8-61

98.7%

32,769,000 32,274,000 98.5%

175,010,000

R6.9.10

三洋テクノマリン（株）九州支社

2010001044539
一般競争入札
（総合評価）

R6.9.12

太陽開発（株）

2330001013619
一般競争入札
（総合評価）

172,700,000

R6.9.10

（株）福岡建設

95.3%6330001013697
一般競争入札
（総合評価）

184,679,000 176,000,000



公 共 工 事 の 名 称 、場 所 、 期 間 及 び 種 別
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の
名 称 及 び 所 在 地

契 約 を
締結した日

契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称 及 び 住 所

法 人 番 号

随意契約によることと
した会計法令の根拠条
文 及 び 理 由
(企画競争又は公募)

予　定　価　格 契　約　金　額
落　札

率
再就職の
役員の数

備　　考

令和6年度熊本港(夢咲島地区)岸壁(-7.5m)基本設計 分任支出負担行為担当官

- 九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所長

R6.5.15～R6.10.30 九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所 福岡市博多区下川端町９-１２

建設コンサルタント等 熊本市南区川尻2-8-61
令和6年度熊本港湾・空港整備事務所管内埋没検討業務 分任支出負担行為担当官

- 九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所長

R6.7.12～R7.2.28 九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所 東京都港区西新橋１－１４－２

建設コンサルタント等 熊本市南区川尻2-8-61
令和6年度八代港浚渫土砂有効活用検討業務 分任支出負担行為担当官

- 九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所長

R6.7.12～R7.2.28 九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所 東京都中央区入船３－１０－９

建設コンサルタント等 熊本市南区川尻2-8-61

令和6年度有明海・八代海海域環境検討業務 分任支出負担行為担当官

- 九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所長

R6.7.12～R7.3.19 九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所 東京都港区虎ノ門３－１－１０

建設コンサルタント等 熊本市南区川尻2-8-61

（注２）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

100.0% －25,146,000 25,135,000R6.7.12

（一財）みなと総合研究財団

別紙2-4のとおり8010405009702

－

（注１）公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載
した場合には予定調達総額を記載する。

19,580,000 98.7% －

－R6.7.12

令和６年度熊本港湾・空港整備事務所管内埋没検
討業務沿岸技術研究センター・いであ設計共同体

別紙2-2のとおり 34,111,000 34,100,000

R6.5.15

100.0%

100.0%-

2010005003813

（一社）水底質浄化技術協会

公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

5290001013141

（株）五省コンサルタント

（別紙様式２）

R6.7.12 別紙2-3のとおり 7,095,000 7,095,000

別紙2-1のとおり 19,833,000



2-1
公共工事の名称 令和6年度熊本港(夢咲島地区)岸壁(-7.5m)基本設計

随意契約によることとした理由

　本業務を実施するにあたり、熊本港（夢咲島地区）岸壁（－7.5m）（耐
震）の基本設計を行うという総合的な知見及び専門的技術力が必要と
なるため、受注業者に対して、１．予定技術者の経験および能力（技術
者資格、業務執行技術力等）、２．適切な業務実施方針（業務理解度、
業務実施手順等）、３．特定テーマに対する技術提案（的確性、実現性）
等の観点からプロポーザルの提出を求めたものである。
 建設コンサルタント等の特定手続に基づく審査の結果、株式会社五
省コンサルタントが最適であると判断されることから、上記業者と会計法
第２９条の３第４項「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に基
づき随意契約を行い業務の円滑な遂行を図るものとする。

2-2
公共工事の名称 令和6年度熊本港湾・空港整備事務所管内埋没検討業務

随意契約によることとした理由

　本業務を実施するにあたり、八代港（外港地区）泊地・航路の埋没メカ
ニズムの解明の検討を行うという総合的な知見及び専門的技術力が必
要となるため、受注業者に対して、１．予定技術者の経験および能力
（技術者資格、業務執行技術力等）、２．適切な業務実施方針（業務理
解度、業務実施手順等）、３．特定テーマに対する技術提案（的確性、実
現性）等の観点からプロポーザルの提出を求めたものである。
 建設コンサルタント等の特定手続に基づく審査の結果、令和６年度熊
本港湾・空港整備事務所管内埋没検討業務沿岸技術研究センター・い
であ設計共同体が最適であると判断されることから、上記業者と会計法
第２９条の３第４項「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に基
づき随意契約を行い業務の円滑な遂行を図るものとする。

2-3
公共工事の名称 令和6年度八代港浚渫土砂有効活用検討業務

随意契約によることとした理由

　本業務を実施するにあたり、八代港における浚渫工事で発生する土
砂についての有効活用方策の検討を行うという総合的な知見及び専門
的技術力が必要となるため、受注業者に対して、１．予定技術者の経験
および能力（技術者資格、業務執行技術力等）、２．適切な業務実施方
針（業務理解度、業務実施手順等）、３．特定テーマに対する技術提案
（的確性、実現性）等の観点からプロポーザルの提出を求めたものであ
る。
  建設コンサルタント等の特定手続に基づく審査の結果、一般社団法
人水底質浄化技術協会が最適であると判断されることから、上記業者
と会計法第２９条の３第４項「契約の性質又は目的が競争を許さない場
合」に基づき随意契約を行い業務の円滑な遂行を図るものとする。

2-4
公共工事の名称 令和6年度有明海・八代海海域環境検討業務

随意契約によることとした理由

　本業務を実施するにあたり、有明海・八代海における環境特性及び環
境改善技術に関する検討を行うという総合的な知見及び専門的技術力
が必要となるため、受注業者に対して、１．予定技術者の経験および能
力（技術者資格、業務執行技術力等）、２．適切な業務実施方針（業務
理解度、業務実施手順等）、３．特定テーマに対する技術提案（的確性、
実現性）等の観点からプロポーザルの提出を求めたものである。
建設コンサルタント等の特定手続に基づく審査の結果、一般財団法人
みなと総合研究財団が最適であると判断されることから、上記業者と会
計法第２９条の３第４項「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」
に基づき随意契約を行い業務の円滑な遂行を図るものとする。



物 品 役 務 等 の 名 称 及 び 数 量
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局
の 名 称 及 び 所 在 地

契 約 を
締 結 し た 日

契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称 及 び 住 所

法 人 番 号
一 般 競 争 入 札 ・
指名競争入札の別
（総合評価の実施）

予　定　価　格 契　約　金　額 落　札　率 備　　考

分任支出負担行為担当官

九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所長

九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所 熊本市西区新港１丁目２番

熊本市南区川尻2-8-61

分任支出負担行為担当官

九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所長

九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所 川崎市川崎区小川町１４番地１９浜屋八秀ビル３階 

熊本市南区川尻2-8-61

分任支出負担行為担当官

九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所長

九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所 熊本市南区御幸笛田2-15-1

熊本市南区川尻2-8-61

分任支出負担行為担当官

九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所長

九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所 熊本市西区沖新町４２２８番地

熊本市南区川尻2-8-61

分任支出負担行為担当官

九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所長

九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所 熊本市北区楠野町４５３番地１

熊本市南区川尻2-8-61

分任支出負担行為担当官

九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所長

九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所 八代市鏡町鏡村３３番地６

熊本市南区川尻2-8-61

分任支出負担行為担当官

九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所長

九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所 熊本市東区戸島西６丁目１０番２号

熊本市南区川尻2-8-61

分任支出負担行為担当官

九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所長

九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所

熊本市南区川尻2-8-61

分任支出負担行為担当官

九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所長

九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所 熊本市西区沖新町４２２８番地

熊本市南区川尻2-8-61

分任支出負担行為担当官

九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所長

九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所 八代市港町２７３番地

熊本市南区川尻2-8-61

分任支出負担行為担当官

九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所長

九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所 熊本市南区江越２丁目１９番７号

熊本市南区川尻2-8-61

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

9,350,000 92.1%令和5年度港湾業務艇「かがしま」修理工事 R6.4.16

熊本ドック（株）

2330001013544 一般競争入札 10,153,000

9330005002520 一般競争入札 2,211,000

令和5年度熊本港監督船用船 R6.4.1

（株）凰建設

4330001000672 一般競争入札 1,787,843

3330002003519 一般競争入札 4,654,100 2,420,000 52.0%

令和5年度一般廃棄物処理業務(八代港) R6.4.1

（株）津田

3330001013873 一般競争入札 4,582,606 4,582,606 100.0%

（別紙様式３）

公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品役務等）

一般競争入札

一般競争入札

98.5%

100.0%

29,412,119 28,957,280令和5年度港湾業務艇「かがしま」運航 

90.9%3,993,000 3,630,000

2,211,000 100.0%

1,672,000 93.5%

R6.4.1

（株） 吉永産業

一般競争入札

熊本フェリー（株）

ザイレムジャパン（株）

8330001001592

2330001004857

1020001074981R6.4.1

令和5年度熊本港標識灯等管理 R6.4.1

令和5年度自動水質測定及び鉛直水質測定
システム保守管理

（株）凰建設

令和5年度本渡瀬戸航路管理業務 R6.4.1

41.1%1,124,8606330001001181

令和5年度一般廃棄物処理業務(熊本港) R6.4.1

大東商事（株）

令和5年度熊本港湾・空港整備事務所庁舎
清掃業務

R6.4.1

（有）熊本ビルシス

令和5年度自家用電気工作物保安業務

一般競争入札 6,930,0007,458,000

令和6年度熊本港耐震強化岸壁着工式(仮
称)会場設営業務

R6.5.10

フタバ九州(株)

一般競争入札 462,000

R6.4.1

（一社）九州電気管理技術者協会熊
本

8,133,4008,133,400

熊本市中央区呉服町一丁目２６番地

92.9%

4,813,600 4,334,000一般競争入札6330001002766 90.0%

4330001000672



物 品 役 務 等 の 名 称 及 び 数 量
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の
名 称 及 び 所 在 地

契 約 を
締結した日

契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称 及 び 住 所

法 人 番 号

随意契約によることと
した会計法令の根拠
条 文 及 び 理 由
(企画競争又は公募)

予　定　価
格

契　約　金
額

落　札　率
再就職の
役員の数

備　　考

分任支出負担行為担当官

九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所長

九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所 熊本市中央区水前寺6-18-1

熊本市南区川尻2-8-61

分任支出負担行為担当官

九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所長

九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所 福岡市中央区大手門1-1-12

熊本市南区川尻2-8-61

分任支出負担行為担当官

九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所長

九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所

熊本市南区川尻2-8-61

分任支出負担行為担当官

九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所長

九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所

熊本市南区川尻2-8-61

分任支出負担行為担当官

九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所長

九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所 福岡市南区向新町2-4-27

熊本市南区川尻2-8-61

分任支出負担行為担当官

九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所長

九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所

熊本市南区川尻2-8-61

分任支出負担行為担当官

九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所長

九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所 静岡県磐田市新貝２５００

熊本市南区川尻2-8-61

（注２）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

100.0% －

ヤマハ発動機（株）

R6.4.1 個人情報保護法に基づき非公開 － 別紙4-6のとおり 991,080 991,080

2080401016040

（注１）公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に
単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。

個人情報保護法に基づき非公開

個人情報保護法に基づき非公開

E's home （株）

別紙4-5のとおり 960,000

別紙4-3のとおり 960,000

2290001063239宿舎１戸賃貸借 R6.4.1

宿舎１戸賃貸借 R6.4.1

宿舎１戸賃貸借 R6.4.1

宿舎１戸賃貸借

100.0% －

別紙4-4のとおり 960,000

令和6年度土地5696m2賃貸借 R6.4.1 別紙4-7のとおり 2,672,235 2,672,235

－960,000

100.0% －960,000

100.0%

960,000 100.0%

宿舎１戸賃貸借 R6.4.1

大和リビング（株）九州支店

別紙4-2のとおり 842,880 842,880

（別紙様式４）

令和6年度土地1845.82m2使用料 R6.4.1 別紙4-1のとおり 1,151,904 1,151,904

公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

－100.0%

100.0%

熊本県

－

5010601042427

－

－

－

－



4-1
物品役務等の名称 令和6年度土地1845.82m2使用料

随意契約によることとした理由

本物件は、熊本県八代市港町に所在し、熊本港湾・空港整備事務
所八代港分室の庁舎用地及び資材置き場として使用するものであ
る。
八代港分室は、八代港及び本渡瀬戸航路にて実施する事業を担務
しており、現場監督業務等を円滑に行う為には、八代市内に事務所
を確保する必要がある。
当該物件には、平成９年１月に庁舎を建設し、引き続き使用している
為、他の土地では代替性が無いことから、本契約においては他との競
争に付することができない。
　よって、会計法第２９条の３第４項に基づき、当該物件の所有者である
熊本県と随意契約を結ぶものである。

4-2
物品役務等の名称 宿舎１戸賃貸借

随意契約によることとした理由

　本賃貸借は、当事務所に勤務する緊急参集職員用の宿舎として賃貸
借するものである。
　当事務所が所在する地区から合同宿舎まで１時間程度かかること、ま
た、省庁別宿舎も近隣に無く、当事務所ＢＣＰの観点から支障があるた
め、当事務所が求める諸条件（距離、居住面積、年間賃料等）に合致す
る当該物件を引き続き借り上げる必要がある。
　以上により、会計法第２９条の３第４項に基づき随意契約するものであ
る。

4-3
物品役務等の名称 宿舎１戸賃貸借

随意契約によることとした理由

　本賃貸借は、当事務所に勤務する緊急参集職員用の宿舎として賃貸
借するものである。
　当事務所が所在する地区から合同宿舎まで１時間程度かかること、ま
た、省庁別宿舎も近隣に無く、当事務所ＢＣＰの観点から支障があるた
め、当事務所が求める諸条件（距離、居住面積、年間賃料等）に合致す
る当該物件を引き続き借り上げる必要がある。
　以上により、会計法第２９条の３第４項に基づき随意契約するものであ
る。

4-4
物品役務等の名称 宿舎１戸賃貸借

随意契約によることとした理由

　本賃貸借は、当事務所に勤務する緊急参集職員用の宿舎として賃貸
借するものである。
　当事務所が所在する地区から合同宿舎まで１時間程度かかること、ま
た、省庁別宿舎も近隣に無く、当事務所ＢＣＰの観点から支障があるた
め、当事務所が求める諸条件（距離、居住面積、年間賃料等）に合致す
る当該物件を引き続き借り上げる必要がある。
　以上により、会計法第２９条の３第４項に基づき随意契約するものであ
る。

4-5
物品役務等の名称 宿舎１戸賃貸借

随意契約によることとした理由

　本賃貸借は、当事務所に勤務する緊急参集職員用の宿舎として賃貸
借するものである。
　当事務所が所在する地区から合同宿舎まで１時間程度かかること、ま
た、省庁別宿舎も近隣に無く、当事務所ＢＣＰの観点から支障があるた
め、当事務所が求める諸条件（距離、居住面積、年間賃料等）に合致す
る当該物件を引き続き借り上げる必要がある。
　以上により、会計法第２９条の３第４項に基づき随意契約するものであ
る。

4-6
物品役務等の名称 宿舎１戸賃貸借

随意契約によることとした理由

　本賃貸借は、当事務所に勤務する緊急参集職員用の宿舎として賃貸
借するものである。
　当事務所が所在する地区から合同宿舎まで１時間程度かかること、ま
た、省庁別宿舎も近隣に無く、当事務所ＢＣＰの観点から支障があるた
め、当事務所が求める諸条件（距離、居住面積、年間賃料等）に合致す
る当該物件を引き続き借り上げる必要がある。
　以上により、会計法第２９条の３第４項に基づき随意契約するものであ
る。



4-7
物品役務等の名称 令和6年度土地5696m2賃貸借

随意契約によることとした理由

　本件は、八代港外港地区国際物流ターミナル改良事業のブロック製
作に必要な土地を借り上げるものである。
当該工事を実施するためには土地が必要であるが、近隣地域の土地を
探したところ、本工事を円滑に遂行できる土地は、ヤマハ発動機株式会
社が所有する土地以外に該当する箇所がないことから、会計法第２９条
の３第４項に基づき、ヤマハ発動機株式会社と随意契約をするものであ
る。


